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消費者委員会
○委員長：河上正二

○独立した第三者機関
○建議・勧告等を行う

独立行政法人

国民生活センター（理事長：松本恒雄）

地
方
自
治
体

消
費
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活
セ
ン
タ
ー

○
「消
費
生
活
相
談
員
」

消 費 者 庁 事

業

者

～消費者行政の司令塔・エンジン役～

○情報を一元的に集約し、調査・分析

○情報を迅速に発信して、注意喚起

○各省庁に対する措置要求

○「すき間事案」への対応（勧告等）

○消費者に身近な諸法律を所管・執行

○横断的な制度を企画立案

各

省

庁

～中核的な実施機関～
○支援相談、研修、商品テスト、

情報の収集・分析・提供、広報、ＡＤＲ等

内閣府特命担当大臣（消費者）

786センター

3,367人
（平成27年
４月１日現在）

建議等

情報

措置要求
・勧告等

情報

支援

建議等

※ 勧告は内閣総理大臣に対して行う

消費者安全調査委員会（委員長：畑村洋太郎）

○生命身体事故等の原因を調査

消費者教育推進会議（会長：西村隆男）

○消費者教育の推進について議論

1,017窓口
（平成27年
４月１日現在）

適格消費者団体

内 閣 総 理 大 臣

協
力

消費者行政の体制
○過去、各府省庁縦割りの仕組みの下、産業振興の間接的、派生的テーマとして、消費者行政が行われる中、悪質商法・偽装表示等の被害を受ける消費者が続

出し、製品や食品による不慮の消費者事故も表面化

○こうした社会状況を踏まえて、これまでの行政をパラダイム転換するため、消費者行政の「司令塔」、「エンジン役」として、平成２１年９月１日に消費者庁が発足

公正取引委員会、経済産業局長等に
権限の一部を委任

情報

建議・
勧告(※)等

相談・苦情
消費者ホットライン

（１８８）経由
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３:連絡に

問題

消 費 者

１：・受付等に問題

・窓口不明

・受付拒否

・たらい回し

２：情報共有に問題

４：分担・連携に問題

５:権限の

不行使

６:権限の不備

（すき間等）

事 業 者

一元的な消費者相談窓口の設置

情報の一元的集約・分析

消費者に身近な諸法律を所管

消費者行政の司令塔として
各省庁に勧告、措置要求

１．

２．３．

４．５．

１．～６．

消費者安全法によりすき間事案に
対応・新法の企画立案

６．

消費者庁の創設

消費者庁創設後これまでの問題点

B省
（部局）

A省
（部局）

窓 口 窓 口

（備考）平成20年 内閣官房消費者行政一元化準備室作成資料 5



問題となっていた事例（生命・身体事案）
主な事件のあらまし 今後の対応の方向

中国産冷凍
ギョウザ事件

中国から輸入された冷凍ギョウザを摂食した者
が有機リン中毒を発症した事例

①一元的な情報集約、危険情報の早期発信のシステム作り
②事業者からの報告、公表制度の整備
③行政の早急な対応を可能にする仕組み作り（法整備を含
め）

こんにゃく入り
ゼリー事故

一口サイズのいわゆる「ミニカップ」に入ったこ
んにゃく入りゼリーが、その大きさや形状、硬さ
により窒息事故を引き起こした事例

①一元的な情報集約、危険情報の早期発信のシステム作り
②事業者からの報告、公表制度の整備
③すき間をなくすための法整備

おもちゃ回収事
例

中国製のおもちゃにつき、米国の業界基準値を
超える鉛が含まれていたとして、輸入業者によ
り自主回収が行われた事例（具体的な被害に
ついては不明）

①一元的な情報集約、危険情報の早期発信のシステム作り
②事業者からの報告、公表制度の整備
③すき間をなくすための法整備。複雑な法律の是正（食品衛

生法の対象範囲の拡大、規格基準の強化については、食品
衛生法施行規則、告示の改正により対応済み）

ガス機器一酸
化炭素中毒事
故

ガス瞬間湯沸かし器につき、安全装置の不正
改造等を原因とする一酸化炭素中毒事故が複
数発生したが、長期間にわたり適切な対応がな
されなかった事例

①一元的な情報集約、危険情報の早期発信のシステム
作り
②事業者の報告義務の強化・徹底
③早急な原因究明を確実に行うシステム作り
④消費者等が行政をチェックする仕組み作り

プール事故 児童がプールの排水口に引き込まれて死亡し
た事故。約40 年間に60 名近い者が同種の事
故で死亡

①一元的な情報集約、危険情報の早期発信のシステム
作り
②事業者からの報告、公表制度の整備
③すき間をなくすための法整備
④行政が民間委託を行う際の適切な監督等の実施

（備考） 消費者行政推進基本計画（平成20年6月27日閣議決定の参考資料による）
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問題となっていた事例（財産事案）
主な事件のあらまし 今後の対応の方向

ＮＯＶＡ事件 英会話教室である同社の解約時の清算方法については、
消費者から苦情・相談が多く寄せられていたところ、最高
裁で同社の敗訴が確定し、清算方法を変更するに至るま
で、多数の被害者が発生した事件

①一元的な情報集約、被害情報の早期発信のシ
ステム作り
②行政の早急な対応を可能にする仕組み作り(法
整備を含め)
③消費者等が行政をチェックする仕組み作り
④不公正取引に関する申出制度の整備

悪質住宅リ
フォーム問題

住宅リフォームについて、十分な判断ができない消費者
等を対象に、不要な工事を実施した上で、高額な工事代
金を支払わせる事例や、一人の消費者に次から次へと契
約させる事例等が発生している問題

①一元的な情報集約、被害情報の早期発信のシ
ステム作り
②すき間をなくすための法整備
③適切な法執行の徹底
④不公正取引に関する申出制度の整備

和牛預託商法
問題

和牛の飼育から得られた利益を配当するとして、和牛の
持分権を購入させる商法。オーナーは所有する和牛を実
際に目にする必要がないことから、飼育の実態を伴わな
い詐欺的な取引が行われるようになり、多数の契約者が
被害にあった問題。その後、1997 年に規制対象となった

後も、飼育の実態を伴わない経営を続けていた一部業者
に対する監督が適切に行われず、処分に時間がかかった

①消費者等が行政をチェックする仕組み作り
②取締機関との連携
③不公正取引に関する申出制度の整備

（業法による規制については、当該商法は、特定商
品預託法施行令の改正により手当て済み）

Ｌ＆Ｇ（円天）
事件

「円天」と呼ばれる電子マネー形式の擬似通貨や高額配
当と引き換えに、協力金名目の出資金を集めるという一
種のマルチ商法（ねずみ講）による詐欺的事件。2007 年
に出資法違反容疑で強制捜査を受け、その後破たん

①取締機関との連携
②不公正取引に関する申出制度の整備

（業法による規制については、当該商法は、金融商
品取引法の制定により手当て済み）

（備考） 消費者行政推進基本計画（平成20年6月27日閣議決定の参考資料による）
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 平成19年11月 国民生活審議会“行政のあり方総点検” （翌3/27 最終報告）
 平成20年2月 消費者行政推進会議（座長佐々木毅学習院大学教授：6.13最終取りまと

め）
 同年4月 福田総理：千葉県消費者センター 訪問
 同年4月 福田総理：「消費者庁（仮称）の創設に向けて」を発表
・消費者の視点から政策全般を監視し、「消費者を主役とする政府の舵取り役」となる消費者庁（仮称）を創設する。消費者庁

は、商品・金融などの「取引」、製品・食品などの「安全」、「表示」など、消費者の安全安心に関わる問題を幅広く所管する。

・消費者庁を、一元的な窓口機能、企画立案、法執行、勧告などの機能を有する消費者行政全般についての司令塔として位
置づける。

・消費者に身近な問題を取り扱う法律は、消費者庁に移管することとし、その他の関連法についても、消費者庁が強い勧告権
を持つ司令塔として関与できるようにする。また、すき間への対応や被害者救済を視野に入れた新法の検討を進める。

 同年6月27日 「消費者行政推進基本計画」閣議決定
 同年9月19日 消費者庁関連3法案の閣議決定
⇒ 法案可決（21年5月） ⇒ 消費者庁発足（21年9月）

福田内閣による消費者庁創設への歩み
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消費者被害の深刻化、偽装、食品被害…

＝行政の縦割り・不作為が問題に

福田総理の施政方針演説（第１６９国会：平成20年1月）

今年を「生活者や消費者が主役となる社会」へ向けたスタートの年と

位置付け，あらゆる制度を見直していきます。現在進めている法律や
制度の「国民目線の総点検」に加えて，食品表示の偽装問題への対
応など，各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に
推進するための，強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消
費者行政担当大臣を常設します。新組織は，国民の意見や苦情の
窓口となり，政策に直結させ，消費者を主役とする政府の舵取り役に
なるものです。すでに検討を開始しており，なるべく早期に具体像を
固める予定です。」

消費者庁創設の理念
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経済産業省［31名］

農林水産省［21名］

厚生労働省［10名］

定員数

21年度 202名
22年度 217名
23年度 270名
24年度 279名
25年度 289名
26年度 301名
27年度 309名

・景品表示法

・特定商取引法
・消費生活用製品安全法
・家庭用品品質表示法
・割賦販売法
・預託法

・ＪＡＳ法

・食品衛生法
・健康増進法

国土交通省［３名］

・住宅品質確保法
・宅建業法
・旅行業法

総務省［３名］

・特定電子メール法

消費者庁

・消費者契約法
・製造物責任法
・個人情報保護法
・公益通報者保護法
・消費者基本法
・(独)国民生活センター法
・食品安全基本法

警察庁,金融庁,法務省
［各１名（計３名）］

・貸金業法

消費者庁発足時の各府省からの主な業務移管について

内閣府［81名］
（国民生活局、食安委事務局 ほか）

公正取引委員会［44名］

新規増員［６名］

注：法律の全部が移管されたもので
はなく、一部を移管、全部又は
一部を共管している法律がある
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1

関
係
府
省
庁

消
費
者
安
全
情
報
総
括
官

内閣府特命担当大臣(消費者)

消費者庁次長

(消費者安全情報総括官)

必要に応じて
迅速に報告

対応を
指示

報告

消費者安全に関する緊急事態等の対応について

○消費者被害の発生又は拡大の防止するため、関係府省が連携して対応

緊急事態等の対応

③原因究明及び改善措置 等①消費者への情報提供 ②商品の回収・新規流通の防止

関係会議の開催

関係大臣の連携対処の必要がある場合に設置
設置に際しては、内閣府特命担当大臣（消費者）が、

内閣官房長官及び関係大臣と協議

本部長は内閣府特命担当大臣（消費者）

緊急対策本部（閣僚級）

消費者安全情報総括官会議（局長級）

府省横断的に対処する必要がある場合に開催
内閣府特命担当大臣（消費者）が開催を決定

緊急事態等

又は
○消費者安全法の定める重大事故※等が発生

した場合であって、緊急の対応を要する事態
○重大事故等に準ずる事故等（被害が大規模又は広

域であり、かつ、消費者庁及び関係府省において対
応の調整を要すると考えられる事故又は事態が発
生した場合）であって、緊急の対応を要する事態

※死亡、負傷又は疾病等（30日以上の治療期間）

消費者安全の確保に関する関係府省緊急時対応基本要綱 （平成24年９月28日関係閣僚申合せ）
消費者安全情報総括官制度について （平成24年９月28日関係府省局長申合せ）

（消費者安全情報総括官：消費者庁、食安委、警察、総務、消防、文科、厚労、農水、経産、国交、環境の局長級）
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食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項（抄）
平成24年６月29日 閣議決定

第４ 緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１４条関係）
１ 基本的考え方

緊急事態が発生した場合には、消費者庁は、一元的に集約・分析した情報を基
に、消費者被害の拡大防止の観点から司令塔として迅速に対応方針を決定する
とともに、食品安全委員会及び厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク
管理措置を講ずる行政機関との連携の下、消費者、食品関連事業者等に対し、
適切かつ迅速に情報を提供するよう努める。

消費者安全の確保に関する関係府省緊急時対応基本要綱（抄）
平成24年９月28日 関係閣僚申合せ

２ 緊急事態等の対応の基本方針

（略）緊急事態等における対応については、消費者の安全の確保が最も重要であ
るという認識の下に、消費者庁及び関係府省が相互に十分な連絡及び連携を図り
ながら、政府一体となって迅速かつ適切に行うことにより、消費者被害の発生又は
拡大の防止に努めることとする。
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日時 事案・対応の概要

平成19年12月28日 千葉県千葉市で食中毒発生 ※大人１人が嘔吐・低体温症等で入院、３歳女児が嘔吐・悪寒

平成20年 1月 5日 兵庫県高砂市で食中毒発生 ※３人が嘔吐・めまい・縮瞳・頬のふるえ等で入院

1月23日 千葉県市川市で食中毒発生 ※５人が嘔吐・幻覚等で入院（５歳女児は意識不明の重体）

1月30日 夕刻 事案を認知した厚生労働省から、内閣府国民生活局に一報

1月30日 夜 総理が岸田文雄大臣（後日消費者行政推進担当大臣に発令）に対策取りまとめ指示

1月30日 深夜 関係省庁局長級会議（※１）を開催

1月31日 午前 関係閣僚会議（※２）を開催し、被害拡大防止等の対応方針（※３）を決定

～ 2月22日 局長級会議を6回、関係閣僚会議を4回開催し、再発防止策（※４）を決定

～10月31日 局長級会議を計50回開催し、関係省庁の対応状況を確認

（※１）「食品による薬物中毒事案に関する関係省庁連絡会議」。構成省庁は、内閣官房、内閣府、外務省、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省、経済産業省。

（※２）「食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合」。出席者は、官房長官、官房副長官、内閣府特命担当大臣
（国民生活）、国家公安委員長、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣。

（※３） 「食品による薬物中毒事案への対応について」（食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合申合せ）

（※４） 「食品による薬物中毒事案の再発防止策について」食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合申合せ）

※中国の天洋食品工場から輸入・販売した１８事業者が回収を実施。回収対象製品は約400万個。

しゅくどう１
か
月
経
過

中国産冷凍餃子の農薬混入事案への対応
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消費者庁設置後に成立した主な法律 

No. 法律名 閣議決定日 成立日 公布日 備考 

１ 消費者安全法の一部を改正する法律 平成 24 年 
２月 14 日 

平成 24 年 
８月 29 日 

平成 24 年 
９月５日

消費者安全調査委員会の設置、財産被害

に係る隙間事案への行政措置の導入

２ 特定商取引に関する法律の一部を改正する

法律 

平成 24 年 
３月２日

平成 24 年 
８月 10 日 

平成 24 年 
８月 22 日 

訪問購入規制の新設

３ 消費者基本法の一部を改正する法律 （議員立法） 平成 24 年 
８月 10 日 

平成 24 年 
８月 22 日 

消費者政策の実施の状況に関する国会

報告

４ 消費者教育の推進に関する法律 （議員立法） 平成 24 年 
８月 10 日 

平成 24 年 
８月 22 日 

５ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため

の消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に

関する特別措置法 

平成 25 年 
３月 22 日 

平成 25 年 
６月５日

平成 25 年 
６月 12 日 

６ 食品表示法 平成 25 年 
４月５日

平成 25 年 
６月 21 日 

平成 25 年 
６月 28 日 

７ 消費者の財産的被害の集団的な回復のため

の民事の裁判手続の特例に関する法律 

平成 25 年 
４月 19 日 

平成 25 年 
12 月４日 

平成 25 年 
12 月 11 日 

８ 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を

改正する等の法律 

平成 26 年 
３月 11 日 

平成 26 年 
６月６日

平成 26 年 
６月 13 日 

景品表示法及び消費者安全法の改正

９ 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改

正する法律 

平成 26 年 
10 月 24 日 

平成 26 年 
11 月 19 日 

平成 26 年 
11 月 27 日 

景品表示法に課徴金制度を導入

10 個人情報の保護に関する法律及び行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部を改正する法

律 

平成 27 年 
３月 10 日 

平成 27 年 
９月３日

平成 27 年 
９月９日
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消費者庁と主要関係府省庁の連携①

内閣府 公取 警察 金融 総務 法務 文科 厚労 農水 経産 国交 他

消
費
者
行
政
全
般
・民
事
ル
ー
ル
等

消費者安全法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
財務
環境

製造物責任法 ○ ○ ○ ○ ○

消費者契約法 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

消費者裁判
手続特例法 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

公益通報者
保護法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

財務
環境
防衛等

消費者教育
推進法 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

国民生活安定
緊急措置法 ○ ○ ○ ○ ○

表
示

景品表示法 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
財務
環境

消費税転嫁対
策特別措置法 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

財務
環境

食品表示法 ○ ○ ○ ◎ ○ 財務
(国税)

食品衛生法 ◎ ○

ＪＡＳ法 ○ ◎

◎：共同して制度の企画立案又は法執行を行う（共管）
○：当該省庁の所管業界に影響が及ぶ等、関係が深いもの

15



消費者庁と主要関係府省庁の連携②

内閣府 公取 警察 金融 総務 法務 文科 厚労 農水 経産 国交 他

表
示

健康増進法 ○ ◎

米トレーサビリ
ティ法 ◎

家庭用品品質
表示法 ◎

住宅品質確保
促進法 ◎

取
引

特定商取引法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○
財務
環境

特定電子メール
法 ◎ ○

割賦販売法 ○ ◎

安
全

食品安全基本
法

◎
(食安委)

○ ○

消費生活用
製品安全法 ◎

有害物質を含有
する家庭用品
規制法

◎

◎：共同して制度の企画立案又は法執行を行う（共管）
○：当該省庁の所管業界に影響が及ぶ等、関係が深いもの 16



消費者事故等に対する法執行

隙
間
（
財
産
）

消費者庁所管法

（表示）景品表示法、

食品表示法 等

（取引）特定商取引法、

特定電子メール法、

預託法、

貸金業法、

割賦販売法、

宅建業法、旅行業法 等

（安全）消費生活用製品安全法 等

各
省
庁
所
管
法

（
財
産
）

隙
間
（
生
命
・
身
体
）

各
省
庁
所
管
法

（
生
命
・
身
体
）

内閣総理大臣から各省庁大臣への措置要求

事業者への勧告・命令（※）

（※）「重大事故等」が発生した場合 （※）「多数消費者財産被害事態」が発生した場合

事業者への勧告・命令（※）

消
費
者
安
全
法

17



全国への所要時間の比較

→ 徳島駅起点にした場合、東京駅起点にした場合に比べ、

所要時間が長くなる都道府県が41都道府県、短くなる県が６県。

《算出方法》

・ 旅費法等の規定（航空機・特別急行列車の使用基準）に基づいた経路により算出

・ 12:00着として徳島駅又は東京駅から各都道府県庁の最寄り駅までの経路として検索（検索結果により、前泊の可能性（※）が生じた場合、

14:00着で検索）

※ 徳島駅又は東京駅を6:00以前に出発しなければならない場合 18



地方消費者行政強化作戦

 消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）を踏まえ、

どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備

 地方消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定的な取組を支援

 地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策目標を設定

●都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消

１－１ 相談窓口未設置の自治体（市町村）を解消

＜政策目標２＞相談体制の質の向上

２－１ 消費生活センターの設立促進

（人口５万人以上の全市町及び人口５万人未満の市町村の50％以上）

【消費生活相談員】

２－２ 管内自治体（市区町村）の50％以上に配置

２－３ 資格保有率を75％以上に引き上げ

２－４ 研修参加率を100％に引き上げ（各年度）

＜政策目標３＞適格消費者団体の空白地域の解消

３－１ 適格消費者団体が存在しない３ブロック（東北、北陸、四国）における適格消費者団体の設立支援

＜政策目標４＞消費者教育の推進

４－１ 消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築

５－１ 消費者安全確保地域協議会の設置（人口５万人以上の全市町）

趣旨

当面の政策目標

平成27年３月
消費者庁

19



＜政策目標３＞

現在の適格消費者団体（全国13団体：平成27年12月現在）

特定非営利活動法人
京都消費者契約ネットワーク

特定非営利活動法人
ひょうご消費者ネット

特定非営利活動法人
消費者ネット広島

特定非営利活動法人
消費者支援ネット

くまもと

特定非営利活動法人
消費者支援ネット北海道

特定非営利活動法人
埼玉消費者被害をなくす会

特定非営利活動法人
消費者機構日本

公益社団法人
全国消費生活相談員協会

特定非営利活動法人
消費者被害防止ネットワーク東海

特定非営利活動法人
消費者支援機構福岡

特定非営利活動法人
大分県消費者問題

ネットワーク

特定非営利活動法人
消費者支援機構関西

特定非営利活動法人
消費者ネットおかやま

20



＜政策目標４＞
消費者教育の推進：消費者教育推進計画の策定（全都道府県・政令市）

：都道府県消費者教育推進計画
未策定の都道府県

平成28年1月現在 30都道府県
7政令市

札幌市
（策定日：平成27年3月5日）

京都市
（策定日：平成27年3月20日）

神戸市
（策定日：平成25年12月16日）

群馬

宮城

北海道

青森

秋田 岩手

山形

福島

新潟

茨城

栃木

長野 埼玉
東京

千葉神奈川

静岡

山梨

富山

石川

福井
京都

兵庫

大阪

滋賀

和歌山

三重奈良

愛知

岐阜

鹿児島

佐賀

山口

鳥取

島根

徳島

香川

愛媛
福岡

広島

高知長崎

沖縄

大分

宮崎

熊本

福岡市
（策定日：平成27年3月31日）

千葉市
（策定日：平成27年8月26日）

静岡市
（策定日：平成27年3月31日）

岡山
横浜市
（策定日：平成27年10月1日）

21



＜政策目標４＞
消費者教育の推進：消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

：消費者教育推進地域協議会

未設置の都道府県

札幌市
（設置日：平成25年12月10日）

京都市
（設置日：平成26年5月30日）

神戸市
（設置日：平成25年8月29日）

（注）設置日は、第１回開催年月日。

静岡市
（設置日：平成25年7月8日）
浜松市
（設置日：平成26年10月29日）

千葉市
（設置日：平成26年7月2日）

横浜市
（設置日：平成26年12月4日）

さいたま市
（設置日：平成27年8月24日）

仙台市
（設置日：平成27年1月9日）

福岡市
（設置日：平成25年7月2日）

堺市
（設置日：平成26年11月10日）

岡山

群馬

宮城

北海道

青森

秋田 岩手

山形

福島

新潟

茨城

栃木

長野 埼玉
東京

千葉神奈川

静岡

山梨

富山

石川

福井
京都

兵庫

大阪

滋賀

和歌山

三重
奈良

愛知

岐阜

鹿児島

佐賀

山口

鳥取

島根

徳島

香川

愛媛
福岡

広島

高知長崎

沖縄

大分

宮崎

熊本

岡山

平成28年1月現在 41都道府県
11政令市
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消費者教育推進会議（第２期） 委員名簿

東 珠 実 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授
飯 泉 嘉 門 徳島県知事
大 竹 美 登 利 東京学芸大学教育学部教授
尾 嶋 由 紀 子 公益社団法人全国消費生活相談員協会広報部長
尾 上 浩 一 公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会特任業務執行理事
柿 沼 ト ミ 子 全国地域婦人団体連絡協議会会長
河 野 惠 美 子 一般社団法人消費者市民社会をつくる会会員
齊 藤 秀 樹 公益財団法人全国老人クラブ連合会常務理事
佐 分 正 弘 公益社団法人消費者関連専門家会議顧問
島 田 広 弁護士
清 家 久 樹 神戸市市民参画推進局市民生活部長
曽我部 多 美 東村山市立回田小学校校長
高 山 靖 子 株式会社資生堂顧問
出 口 貴美子 出口小児科医院院長
富 岡 秀 夫 公益財団法人消費者教育支援センター専務理事
西 村 隆 男 横浜国立大学教育人間科学部教授
長谷川 敦 子 三重県教育委員会事務局高校教育課長
古 谷 由 紀 子 サステナビリティ消費者会議代表
堀 内 壽 夫 松山市立久米中学校校長
吉 國 眞 一 金融広報中央委員会会長

(会長)
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「倫理的消費」調査研究会委員名簿

足立 直樹 株式会社レスポンスアビリティ代表取締役
阿部 治 立教大学教授
飯泉 嘉門 徳島県知事
生駒 芳子 ファッションジャーナリスト
伊藤 和良 川崎市経済労働局長
小倉 寿子 一般社団法人全国消費者団体連絡会
柿野 成美 公益財団法人消費者教育支援センター総括主任研究員
金丸 治子 イオン株式会社グループ環境・社会貢献部部長
河口 真理子 株式会社大和総研調査本部主席研究員
佐野 真理子 主婦連合会参与、特定非営利活動法人グリーンコンシューマー東京ネット理事
潮谷 義子 日本社会事業大学理事長、環境福祉学会副会長
島田 広 弁護士
嶋田 行輝 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 CSR部長
清水 きよみ 公益社団法人消費者関連専門家会議事務局長
末吉 里花 フリーアナウンサー、エシカル協会代表
高山 靖子 株式会社資生堂常勤監査役
竹内 光男 東京サラヤ株式会社管理本部総務部産学官連携事業部長
長崎 達夫 パナソニック株式会社環境・品質センター環境経営推進部部長
中原 秀樹 東京都市大学教授、国際グリーン購入ネットワーク会長
西村 隆男 横浜国立大学教授、日本消費者教育学会会長
平井 伸治 鳥取県知事
福田 伸也 京都府消費生活安全センター長
松本 英明 日本生活協同組合連合会ブランド戦略本部政策基準担当
宮崎 喜久代 公益社団法人経済同友会政策調査部マネジャー
山本 明 東京都生活文化局消費生活部長
山本 良一 東京都市大学特任教授、東京大学名誉教授
葭内 ありさ お茶の水女子大学附属高等学校教諭
渡辺 龍也 東京経済大学教授、一般社団法人日本フェアトレード・フォーラム監事

(座長)
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 消費者庁の有識者会議及び内閣府消費者委員会におけるテレビ会議(１月以降)
1月27日「消費者委員会本会議」
1月28日「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」

 消費者庁長官の徳島県滞在
徳島県神山町に、３月中旬に1週間程度、職員数名とともに滞在し、実際に業務を
試行。

 国民生活センターの商品テスト及び研修
４月以降徳島県にて実施。試験的に実施するものについて徳島県側と調整中。

 比較的長期での試行的滞在勤務
夏に徳島県において実施

課題抽出のための試行について (予定)
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